
11 広報まえばし

八
月
一
日
現
在
で
、
六
十
五
歳
以

上
（
昭
和
十
三
年
八
月
一
日
以
前
生

ま
れ
）
の
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
の
実

態
調
査
を
行
い
ま
す
。
地
区
の
民
生

委
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福
祉

課
�
８
９
０
―
６
１
３
３
へ
。

前
橋
産
業
技
術
専
門
校
で
は
、
在

職
者
技
能
向
上
コ
ー
ス
と
し
て
次
の

講
座
の
受
講
者
を
募
集
し
ま
す
。

□
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ソ
フ
ト
入
門

日
時
＝
８
月
７
日
�
・
８
日
�
、
午

前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分
　
会

場
＝
前
橋
産
業
技
術
専
門
校
（
石
関

町
）

対
象
＝
在
職
者
ま
た
は
求
職

者
で
ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
基
本
操
作
が
で

き
る
人
、
二
十
人（
抽
選
）

内
容
＝

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ソ
フ
ト
（
ア
ク
セ
ス

2002
）
の
基
本
操
作
　
参
加
費
＝
二
千

五
百
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

申
し
込

み
＝
７
月
23
日
�
〜
25
日
�
の
午
前

９
時
〜
午
後
４
時
に
同
校
へ
直
接

□
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
入
門

日
時
＝
８
月
７
日
�
・
８
日
�
、
午

前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分
　
会

場
＝
前
橋
産
業
技
術
専
門
校
　
対
象

＝
在
職
者
ま
た
は
求
職
者
で
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
閲
覧
、
ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
の

基
本
操
作
が
で
き
る
人
、
二
十
人（
抽

選
）

内
容
＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ビ
ル
ダ
ー
の
基
本

操
作
）
参
加
費
＝
二
千
五
百
円（
テ

キ
ス
ト
代
）

申
し
込
み
＝
７
月
23

日
�
〜
25
日
�
の
午
前
９
時
〜
午
後

４
時
に
同
校
へ
直
接

□
３
Ｄ
―
Ｃ
Ａ
Ｄ
中
級

日
時
＝
８
月
21
日
�
・
22
日
�
、
午

前
９
時
〜
午
後
４
時
　
会
場
＝
前
橋

産
業
技
術
専
門
校
　
対
象
＝
在
職
者

ま
た
は
求
職
者
で
Ｃ
Ａ
Ｄ
の
基
本
操

作
が
で
き
る
人
、
十
人
（
抽
選
）

内
容
＝CA
TIA

を
使
用
し
た
モ
デ
リ

ン
グ
　
参
加
費
＝
千
円
（
テ
キ
ス
ト

代
）

申
し
込
み
＝
８
月
６
日
�
〜

８
日
�
の
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
に

同
校
へ
直
接

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
校
�
２
３
０

―
２
２
１
１
へ
。

「
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
の
反
応
が

鈍
い
」「
チ
ラ
シ
の
効
果
が
出
な
い
」

な
ど
の
悩
み
を
抱
え
て
い
る
人
を
対

象
に
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。
顧

客
獲
得
に
威
力
を
発
揮
す
る
ダ
イ
レ

ク
ト
メ
ー
ル
や
チ
ラ
シ
の
作
成
を
実

際
に
体
験
し
、
学
び
ま
し
ょ
う
。

日
時
＝
７
月
24
日
�
午
後
１
時
30
分

〜
４
時
30
分
　
会
場
＝
商
工
会
議
所

対
象
＝
市
内
の
中
小
企
業
に
勤
務
し

て
い
る
人
、
先
着
三
十
五
人
　
テ
ー

マ
・
講
師
＝
「
売
上
ア
ッ
プ
に
つ
な

が
る
Ｄ
Ｍ
・
チ
ラ
シ
作
成
術
」
中
小

企
業
診
断
士
・
米
沢
実
弥
子
さ
ん
　

参
加
費
＝
千
五
十
円
（
テ
キ
ス
ト
代

含
む
）

用
意
す
る
物
＝
三
十
�
定

規
、
黒
マ
ジ
ッ
ク
（
太
・
中
・
細
の

三
種
類
）、
鉛
筆
　
申
し
込
み
＝
申
込

用
紙
（
市
役
所
商
業
観
光
課
に
あ
り

ま
す
）
に
記
入
し
、
参
加
費
を
添
え

て
同
課
（
�
８
９
０
―
６
６
０
４
）

ま
た
は
商
工
会
議
所
（
�
２
３
４
―

５
１
１
１
）
へ
直
接

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
の
う
ち
、

七
十
歳
以
上
（
昭
和
七
年
十
月
一
日

以
降
生
ま
れ
）
の
人
は
、
入
院
時
に

一
部
負
担
金
額
が
軽
減
さ
れ
、
食
事

療
養
費
の
標
準
負
担
額
が
減
額
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
入
院
し
た
と

き
、保
険
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
に
、

保
険
証
と
一
緒
に
「
国
民
健
康
保
険

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
認

定
証
は
市
役
所
国
保
年
金
課
の
窓
口

で
申
請
を
行
い
、
認
定
さ
れ
る
と
交

付
し
ま
す
。

□
入
院
時
一
部
負
担
金
額
を
軽
減

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
国
保
加

入
者
の
所
得
金
額
が
な
い
（
年
金
・

給
与
年
収
は
六
十
五
万
円
以
下
）
場

合
、
限
度
額
は
一
万
五
千
円
で
す（
区

分
�
）。
ま
た
、
市
民
税
非
課
税
世
帯

で
七
十
歳
以
上
の
人
は
、
同
一
の
月

に
同
一
の
保
険
医
療
機
関
な
ど
に
支

払
う
限
度
額
は
二
万
四
千
六
百
円
で

す
（
区
分
�
）。

□
入
院
時
食
事
療
養
費
標
準
負
担
額

を
減
額

入
院
時
の
食
事
療
養
費
標
準
負
担

額
は
、
一
日
七
百
八
十
円
で
す
が
、

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
認
定
を
受
け

た
人
は
、
同
六
百
五
十
円
に
な
り
ま

す
。
年
齢
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
過
去
一
年
間
の
入
院
日
数
が

九
十
日
を
超
え
る
場
合
、
一
日
五
百

円
に
。区
分
�
の
認
定
を
受
け
る
と
、

同
三
百
円
に
な
り
ま
す
。

□
老
人
保
健
医
療
の
人

七
十
五
歳
以
上
ま
た
は
昭
和
七
年

九
月
三
十
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
に

も
、「
老
人
医
療
の
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
交
付
し

ま
す
。
世
帯
全
員
の
所
得
金
額
が
な

い
（
年
金
・
給
与
年
収
は
六
十
五
万

円
以
下
）、
ま
た
は
老
齢
福
祉
年
金
を

受
給
し
て
い
る
人
は
、
区
分
�
の
対

象
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
医
療
は
国

保
年
金
課
�
８
９
０
―
６
２
４
９
、

老
人
医
療
は
同
課
�
８
９
０
―
６
２

５
３
へ
。

一
人
暮
ら
し
高
齢
者

実
態
調
査
に
協
力
を

産
業
技
術
専
門
校
で

各
種
パ
ソ
コ
ン
講
座

国
保
加
入
者
の
入
院

申
請
で
負
担
金
減
額

効
果
が
出
る
チ
ラ
シ

セ
ミ
ナ
ー
で
学
ぼ
う

明治36年7月2日生まれ�
（日吉町三丁目）�

明治36年7月12日生まれ�
（総社町総社）� （朝日町一丁目）�

明治36年7月8日生まれ�

負担額減額認定証


